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大阪 I被扶養苓（異動）届（認定）

披扶養者の認定及び被扶養者訓書におい
て、「収入が確認できる書類等の添付につ
いて、所得税法の規定[::::J:る控除対象配偶
者または扶養親族となっている人について
は、寧棠主の証明をもって不要とする」とあ
るが、所得税法上の扶養親族等であって

所得税法上の扶登親族等であっても、非課税収入（溢族年金、隣害年金，

所得税法上の扶養親族苓に 1も収入が130万円以上の場合があるた
傷病手当金、失棠給付等）がある場合は．収入福へ金額の記入を求める

対する添付書類について 紅一律fこ添付吝類を省略としてもいいもの とともに、収入額の判る書類の添付を求めること。 I 200s年10月
か。 なお、収入福については非課税収入を含めた金額を記載するよう、寧業

jQ捺年金や隣密年金の受給者については、
主等への周知をお願いしたい。

所得税法の規定1::::.よる控除対象配僕者ま
たは扶養親族となっていても、収入面にお
いては130万円もしくは180万円を上回る
ケースがあるため。


